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原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定第１７条の規定により，原

子力施設等における事故・故障等の発生について次のとおり報告します。 

発 生 年 月 日 令和６年２月１６日（金） 

発 生 場 所 個人被ばく管理棟（一般施設・非管理区域） 

件 名 
核燃料サイクル工学研究所 個人被ばく管理棟における 
火災について（第２報） 

状 況 

原 因 

対 策 

環 境 へ の 影 響 

別紙のとおり 

注） 図面及びその他の説明資料を添付すること。 

 



別 紙 
 

核燃料サイクル⼯学研究所 個⼈被ばく管理棟における⽕災について 
（第２報） 

 
１．背景 

⽇本原⼦⼒研究開発機構（以下「原⼦⼒機構」という。）の核燃料サイクル
⼯学研究所（以下「サイクル研」という。）にある個⼈被ばく管理棟（⼀般施
設・⾮管理区域）は、放射線業務従事者等の個⼈被ばく線量管理に係る業務を
⾏う施設である。当該施設には、内部被ばくの線量の測定・評価に係る全⾝カ
ウンタ、外部被ばくの線量の測定・評価に係る個⼈線量計読取装置等が設置さ
れている。 

令和 6 年 2 ⽉ 1６⽇（⾦）、当該施設 1 階にて天井埋込型エアコン（室外機
１台：屋上に設置、室内機①〜⑤の計５台：1 階天井部に設置）の更新作業を
⾏っていた。 

［添付資料−１（核燃料サイクル⼯学研究所 施設配置図）］ 
［添付資料−２（個⼈被ばく管理棟 平⾯図）］ 

 
２．状況 
２．１ ⽕災発⽣に⾄る経緯 

当該エアコンの更新作業は、令和６年２⽉１４⽇〜２０⽇の期間で実施する
計画であった。作業１⽇⽬（２⽉１４⽇）は既設の室外機及び室内機について
冷媒ガスの回収と電源線・信号線・冷媒配管の切り離し、既設の室内機①及び
②の天井からの取り外しを実施した。 

⽕災が発⽣した２⽉１６⽇は作業２⽇⽬で、現場責任者及び現場分任責任者
の監督のもと計 9 名で、クレーンによる既設の室外機及び新設の室外機の搬
出⼊、既設の室内機③、④及び⑤の天井からの取り外し、新設の室外機及び室
内機の取り付け、冷媒ガスの充填、並びに試運転を実施する予定であった。 

クレーン操作者（作業員 D）はクレーン作業終了後、施設外で待機した。新
設の室外機（屋上）の取り付け作業については、請負業者の作業員２名（現場
責任者、作業員 A）が実施した。新設の室内機５台（１階）の取り付け作業に
ついては、請負業者の作業員６名（現場分任責任者、作業員 B・C・E・F・G）
が、天井へのはめ込み、冷媒配管の接続、電源線・信号線の接続、天井パネル・
カバーの取り付けを実施した。このうち電源線・信号線の接続については、室
内機５台全てを作業員 E（第⼆種電気⼯事⼠の有資格者）が担当した。作業員
E は脚⽴に登り、既設の室内機で使⽤していた配線を新設の室内機の端⼦台に
ドライバーを⽤いて接続した。現場分任責任者は、作業員 E が施⼯した箇所
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について、電源線・信号線の配線間違い及び配線忘れがないか、下から⾒上げ
る姿勢で⽬視確認した。その後、作業員 E は屋上にて室外機の電源線・信号線
の接続を実施した。 

２⽉１６⽇の室内機の電源線接続作業時における作業実施体制を添付資料
−３に、⽕災発⽣までの時系列を添付資料−４に⽰す。 

［添付資料−３（作業実施体制（室内機の電源線接続作業時））］ 
［添付資料−４（⽕災発⽣までの時系列）］ 

 
２．２ ⽕災発⽣時の状況 

15 時 50 分頃、更新したエアコンの試運転のため、現場責任者が、当該施設
の 3 階に設置されている分電盤において、当該エアコンの動⼒⽤電源の遮断
器を投⼊したところ、１階にいた現場分任責任者が、室内機のうち２台に煙と
⽕の発⽣を確認した。現場分任責任者がＡＢＣ粉末消⽕器１本を⽤いて消⽕活
動を⾏い、消⽕を確認した。並⾏して、サイクル研職員が公設消防へ 15 時 51
分に通報した。 

16 時 10 分、公設消防により「⽕災」と判断され、同時刻に「鎮⽕」が確認
された。煙と⽕の発⽣を確認した２台の室内機のほかに、焦げ跡が確認された
室内機が２台あった。 

２⽉１６⽇の動⼒⽤電源の遮断器投⼊時における作業実施体制を添付資料
−５に、２⽉１８⽇に室内機を取り外し確認した状況を添付資料−６に⽰す。 

 
（⽕災発⽣時の時系列） 

15 時 50 分頃 現場責任者が更新したエアコンの試運転のため３階にて動⼒
⽤電源の遮断器を投⼊、1 階にいた現場分任責任者が室内機
２台からの煙と⽕の発⽣を確認 

15 時 51 分頃 現場分任責任者が消⽕器を⽤いて消⽕活動を⾏い、消⽕を確
認 

15 時 51 分  サイクル研職員が公設消防へ通報 
16 時 05 分頃 公設消防現場到着、現場確認 
16 時 10 分  公設消防が「⽕災」と判断、「鎮⽕」を確認 

 
［添付資料−５（作業実施体制（動⼒⽤電源の遮断器投⼊時））］ 

［添付資料−６（室内機の取り外し後の状況）］ 
 

３．環境への影響等 
本事象に伴う周辺環境への影響及び⼈の障害はなかった。 

［添付資料−７（環境情報）］ 
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４．原因 
４．１ 損傷状況及び施⼯状況 

当該エアコンの構成品について、⽕災による損傷状況及び電源部の施⼯状況
について確認した。 

⽕災による損傷状況については、室内機①〜④内部の電源線・信号線、電源
部周辺の発泡スチロール製のドレンパン及び室外機から室内機①〜④までの
電源線に損傷が⾒られた。室外機、室内機⑤及びその他の配線、配管に損傷は
確認されなかった。 

電源部の施⼯状況については、室外機及び室内機①〜⑤の全てにおいて電源
線の接続端⼦台への接続箇所の圧着端⼦には絶縁処理（絶縁スリーブ⼜はテー
プ等を付ける）が⾏われていなかった。また、室内機④において、接続端⼦台
の R 相、S 相のそれぞれに結線した２本の電源線の圧着端⼦同⼠が接触して
短絡（接触抵抗：約 0.1〜0.4 Ω）していることが確認された。なお、全ての
電源線接続箇所において締め付け状態の緩みは確認されなかった。 

［添付資料−８（配線概略図）］ 
［添付資料−９（状況の詳細調査結果）］ 

 
４．２ 直接原因 

前項で確認した状況を踏まえ、⽕災発⽣の直接原因について、次に⽰す物的
要因と外的要因の２つの側⾯から分析した。 

 
【物的要因（室外機、室内機）】 
 「経年劣化」、「初期不良」、「製品の不備」 
【外的要因（設置環境、既設の電気設備との適合性、施⼯等）】 
 「結露の発⽣」、「⾬⽔の浸⼊」、「塵埃の堆積」、 
 「異物混⼊や昆⾍・⼩動物侵⼊」、「既設電気設備の異常」、 
 「既設電気設備との適合性の不備」、「施⼯上の不備」 

 
分析の結果、外的要因のうちの「施⼯上の不備」が、今回の⽕災の直接原因

となると評価した。 
具体的には、電源線の圧着端⼦に適切な絶縁処理が⾏われておらず、室内機

④の電源部では、本来であれば離れているべき２本の電源線の圧着端⼦同⼠が
接触して短絡していた。その状態で試運転のために電源を投⼊したことで、過
電流が流れて電源線が異常発熱したというのが今回の⽕災発⽣のメカニズム
と推定した。 

⼀⽅で、物的要因及び外的要因のうち設置環境（結露、⾬⽔、塵埃、異物、
昆⾍・⼩動物）、既設電気設備の異常、既設電気設備との適合性の不備につい
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ては⽕災の直接原因となった可能性はないと評価した。 
［添付資料−１０（直接原因の分析結果）］ 

［添付資料−１１（⽕災発⽣のメカニズム）］ 
 

４．３ 背後要因 
４．２項で直接原因と評価した施⼯上の不備（室内機④の電源部における圧

着端⼦同⼠の接触による短絡）について、調達、作業計画及び作業実施の各プ
ロセスに問題点がなかったかを検証した。 

調達プロセスにおいては問題となる点はなかった。 
作業計画プロセスにおいては、製品仕様変更箇所の確認、電気設備安全に対

するリスク評価及びホールドポイントの設定に問題があった。 
作業実施プロセスにおいては、製品仕様変更箇所の情報共有、施⼯内容、施

⼯後の状況確認及び原⼦⼒機構の保安⽴会いに問題があった。 
検証結果は次のとおり。 
 

（１）調達プロセスの検証 
① 製品仕様の選定 

請負業者は製品仕様の選定にあたって現地で既設エアコンの型式及び
設置状況を確認しており、請負業者が選定した室外機及び室内機の仕様
（冷房・暖房性能、設置台数、本体サイズ、使⽤電源等）は既設エアコン
と同等であることから、製品仕様の選定に問題はなかった。 

② ⼀般的要求事項 
契約仕様書において、適⽤法令（労働安全衛⽣法等）、サイクル研の共

通安全作業基準・要領、電気⼯作物保安規程等の所内規則を遵守すること
を定めており、原⼦⼒機構が設定した調達品に関する適⽤法令、遵守規則
等の要求事項に問題はなかった。 

③ 技術的要求事項 
契約仕様書において、既存設備（遮断器、配線、配管）を再利⽤するよ

うに要求していたが、「必要に応じて分電盤や漏電遮断器等を設置する」、
「必要に応じて電源ケーブルや電線管等の端末処置等を実施する」及び
「既設の設備の状態を確認した結果、再利⽤が困難である場合には別途
協議する」ことを定めており、原⼦⼒機構が設定した調達品に関する技術
的な要求事項に問題はなかった。 

④ 資格要求事項 
契約仕様書には、必要な資格として「電気⼯事⼠」を定めており、原⼦

⼒機構が設定した請負作業員に対する資格要求事項に問題はなかった。 
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⑤ 現物の確認 
原⼦⼒機構は、取り付け作業に着⼿する前に、室外機及び室内機の現物

が契約仕様書に定めている要求事項を満たした製品（型式、員数）である
ことを検査しており問題はなかった。 

 
（２）作業計画プロセスの検証 

① 作業計画書の作成⼿続き 
原⼦⼒機構及び請負業者は、サイクル研の共通安全作業基準・要領に従

い作業計画書を作成しており、その⼿続きについて問題はなかった。 
② 製品仕様変更箇所の確認【問題あり】 

請負業者の現場責任者は、類似製品の施⼯経験があったことから、メー
カ施⼯要領書を⼗分に確認しておらず、既設と新設の室内機において電
源接続端⼦部の製品仕様が変更（接続端⼦台の数が４か所から２か所に
変更）されていることを認識していなかった。また、電源線の圧着端⼦に
は絶縁処理（絶縁スリーブ⼜はテープ等を付ける）を⾏う必要があること
を認識していなかった。原⼦⼒機構は同等製品への更新であったことか
ら、請負業者へ製品仕様変更の有無や変更箇所の詳細についての確認を
していなかった。そのため、圧着端⼦の絶縁処理を⾏うことを作業⼿順書
に明記していなかった。 

③ 作業安全に対するリスク評価 
原⼦⼒機構及び請負業者は、作業計画⽴案時のリスク評価において、冷

媒ガスの取扱い、アセチレンガスの取扱い、溶接作業、脚⽴による⾼所作
業、クレーン作業、カッター等の取扱い、コンプレッサーの取扱い等に係
るリスクを抽出し、必要な安全対策について検討しており、作業安全に対
するリスク評価に問題はなかった。 

④ 電気設備安全に対するリスク評価【問題あり】 
原⼦⼒機構及び請負業者は、作業計画⽴案時の電気災害に関するリス

ク評価において、感電、停復電、遮断器操作、分電盤の投⼊禁⽌表⽰等の
作業安全に関するリスクを抽出していたが、電気設備安全に関する「短
絡」リスクを抽出できていなかった。 

⑤ ホールドポイントの設定【問題あり】 
原⼦⼒機構及び請負業者は、「短絡」リスクを抽出できていなかったた

め、配線接続後に圧着端⼦同⼠の接触の有無等を確認することを⼿順書
に明記しておらず、且つホールドポイントとして設定していなかった。 
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（３）作業実施プロセスの検証 
① KY・TBM 

原⼦⼒機構及び請負業者は、作業開始前に全員で KY・TBM を実施し、
健康状態、役割分担、作業内容・⽅法、危険ポイント・対策、⾏動⽬標等
を共有しており、KY・TBM の実施内容に問題はなかった。 

② 作業対象設備の隔離措置 
原⼦⼒機構及び請負業者は、作業開始前に当該エアコンの動⼒⽤電源

の遮断器を切断し、投⼊禁⽌の表⽰をしており、作業対象設備の隔離措置
に問題はなかった。 

③ 作業⼿順の遵守 
原⼦⼒機構及び請負業者が実施した作業内容について、作業⼿順から

の逸脱はなく、ホールドポイントの確認を含め作業⼿順の遵守に問題は
なかった。 

④ 地絡（漏電）のリスク対策 
原⼦⼒機構及び請負業者は、試運転前に対地間の絶縁抵抗測定を実施

しており、地絡（漏電）リスクに対する確認事項に問題なかった。 
⑤ 製品仕様変更箇所の情報共有【問題あり】 

請負業者の作業員 E（電気⼯事⼠）は、既設室内機の取り外し作業には
従事しておらず、現場作業責任者及び現場分任責任者からの周知もなか
ったため、既設と新設で電源接続端⼦部の製品仕様が変更（接続端⼦台の
数が４か所から２か所に減少し、短絡を防⽌する対策が必要となる。）に
なっていることを認識していなかった。 

⑥ 施⼯内容【問題あり】 
請負業者の作業員 E（電気⼯事⼠）は、⾃⾝の判断にて圧着端⼦の絶縁

処理を⾏わずに、電源線を接続する施⼯をした。 
⑦ 施⼯後の状況確認【問題あり】 

請負業者の現場分任責任者は、作業員 E（電気⼯事⼠）が施⼯した箇所
について、配線間違い及び配線忘れの有無を確認したが、圧着端⼦同⼠の
接触の有無等について確認していなかった。 

⑧ 原⼦⼒機構の保安⽴会い【問題あり】 
原⼦⼒機構は、請負作業の保安⽴ち合いにおいて、作業安全（感電防⽌

等）について確認したが、電気設備安全（施⼯箇所の絶縁処理及び圧着端
⼦同⼠の接触の有無等）について確認していなかった。 
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（４）背後要因の分析 
上記の検証で抽出された問題点を分析し、背後要因を次のとおり類型化した。 

   
  背後要因１ ：請負業者の電気⼯事⼠は、職責（電気災害の防⽌）に対する

理解が不⾜していた。 
  起きた問題点：(３)⑥ 施⼯内容 
 
  背後要因２ ：原⼦⼒機構及び請負業者の双⽅は、配線⼯事に対する電気災

害リスク（電気設備安全⾯）の理解が不⾜していた。また、
原⼦⼒機構に、請負業者は経験が豊富であり、有資格者が作
業を⾏うことからできて当たり前という思い込みがあった。 

  起きた問題点：(２)④ 電気設備安全に対するリスク評価 
  (２)⑤ ホールドポイントの設定 
  (３)⑦ 施⼯後の状況確認 
  (３)⑧ 原⼦⼒機構の保安⽴会い 

 
  背後要因３ ：原⼦⼒機構及び請負業者の双⽅は、更新・改造時における同

等製品に対する製品仕様確認の必要性及び重要性について
の理解が不⾜していた。 

  起きた問題点：(２)② 製品仕様変更箇所の確認 
  (３)⑤ 製品仕様変更箇所の情報共有 

 
４．４ その他 

今回の⽕災発⽣の直接原因ではないと考えられるが、原因調査の過程におい
て、動⼒⽤電源の既設遮断器（容量：75 A）は更新後のエアコン全体での運転
電流（最⼤約 36 A）に合わせて容量 40 A のものに交換することが、過電流に
対する影響緩和の観点で適切であったことを確認した。 

この状況についても分析を⾏い、４．３項の【背後要因３】と同様、原⼦⼒
機構及び請負業者双⽅の、更新・改造時における同等製品に対する製品仕様確
認の必要性及び重要性に関する理解不⾜が背後要因であったと評価した。 
 

５．対策 
前項のとおり、今回の事象は請負作業員（電気⼯事⼠）の職責に対する理解

不⾜に起因する施⼯不良が原因で発⽣した。 
さらに、原⼦⼒機構及び請負業者の双⽅において、電気災害リスク（電気設

備安全⾯）の理解不⾜、同等製品に対する製品仕様確認の必要性及び重要性に
関する理解不⾜が背後要因として抽出された。また、原⼦⼒機構においては、
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経験豊富な請負業者に対するできて当たり前という思い込みがあったことが
背後要因として抽出された。 

このためサイクル研においては、当該請負業者が過去に実施した類似⼯事に
ついて同様の施⼯不良がないかの緊急点検及び抽出した背後要因に対する４
つの対策の計５つの対策を⾏うことにより同種事象の発⽣を防⽌する。 

対策の詳細は次のとおり。 
 

（１）緊急点検の実施 
当該請負業者が過去 3 年間にサイクル研内で施⼯したエアコン等のう

ち、端⼦台で電源を接続している３５台（室外機１９台、室内機１６台）
について、端⼦台部の施⼯状態（締め付け状態、電源線の絶縁処理の状態、
圧着端⼦間の距離）を点検し、短絡のおそれのないことを確認した。（令和
６年 3 ⽉ 15 ⽇から 21 ⽇に実施済） 

 
（２）電気設備に対する施⼯管理の強化【背後要因１及び２に対する対策】 

端⼦台への電源線接続の施⼯において、端⼦間の距離が近く隣接する圧
着端⼦と接触して短絡するおそれがある場合、絶縁スリーブ⼜はテープ等
で圧着端⼦の絶縁処理を⾏い、且つ隣接する圧着端⼦間の距離を確保した
状態で、接続する圧着端⼦が動かないようにして締め付けることをサイク
ル研の電気⼯作物保安規程の細則に定めた。（令和６年４⽉ 1 ⽇施⾏） 

 
（３）電気災害に対するリスク管理の強化【背後要因１及び２に対する対策】 

配線⼯事（離線、再接続のみの軽微な⼯事を含む。）を⾏った際は、電源
投⼊前に短絡していないかを確認することをサイクル研の電気⼯作物保
安規程の細則及び共通安全作業基準に定めた。（令和６年４⽉ 1 ⽇施⾏） 

 
（４）電気設備に対する変更管理の強化【背後要因３に対する対策】 

電動機等の更新・改造において既設の電源線、遮断器等を再使⽤する場
合、これらが新しい電動機等の製品仕様に適しているかを確認することを
サイクル研の電気⼯作物保安規程の細則に定めた。（令和６年４⽉ 1 ⽇施
⾏） 

 
（５）電気⼯事に関する保安意識の強化【背後要因２及び３に対する対策】 

電気⼯事管理を担当する従業員に対して今回の事象を踏まえた電気保
安に関する教育を⾏う。（令和６年４⽉に実施予定） 
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また、損傷した天井埋込型エアコンの処置については、次に⽰す４点に留意
し、不備のないよう施⼯管理を⾏い復旧させる。 

・損傷した室内機及び電源線を健全な同等品に交換する。また、動⼒電源⽤
の既設遮断器（75 A）を適切な容量の遮断器（40 Ａ）へ交換する。 

・室内機の交換において、電源線を接続するときは、圧着端⼦に絶縁スリー
ブ⼜はテープ等で絶縁処理を⾏い、締め付け時に圧着端⼦間の距離を確保
するようにして施⼯する。 

・接続後の具体的な確認事項(短絡がないか等)をホールドポイントとして作
業⼿順書に追記する。また、サイクル研職員（保安⽴会者）は、請負業者
がホールドポイントを遵守していることを確認する。 

・作業開始前に作業⼿順書の読み合わせを⾏い、関係者全員に作業内容、危
険源及び対策等を確実に理解させる。 

 
６．⽔平展開（電気災害防⽌への取組） 

サイクル研では電気⼯作物保安規程に基づき、約 170 施設（分電盤の数で
約 3000 ⾯）の電気設備について測定試験（絶縁抵抗測定、接地抵抗測定等）
を含む定期点検（定期点検の周期は原則１年、運転状況・重要度等により３年
周期）を⾏い、経年劣化等による絶縁不良（漏電等）の有無を確認している。 

今回の事象は施⼯不良に起因するものであったが、設備の経年劣化等に起因
する不具合によっても⽕災は発⽣し得るため、電気設備不良による⽕災発⽣リ
スクの低減を図る観点から、令和６年度の定期点検においては、全ての電気設
備（制御盤・コントロールセンタ・分電盤、直流電源装置、電動機、エアコン
を含むその他の機器、照明器具・配線）を対象として、外観⽬視、測定試験等
の点検を⼀⻫に実施する。本点検においては、電源端⼦台部の接続状態に重点
を置いて確認する。点検により、短絡のおそれや劣化兆候（⽬視による異常、
測定値の前回値からの変化等）が確認された設備については、絶縁処理のやり
直しや端⼦台の増し締めなどの処置を速やかに実施すると共に、必要に応じて
部品交換や点検周期の短縮化等の措置を講じ、電気災害の発⽣防⽌を図る。 

 
 

以 上 
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作業実施体制
（室内機の電源線接続作業時（13:10頃〜14:50頃））

作業担当課⻑

作業責任者

作業担当者A（屋上）
作業担当者B（１階）

原⼦⼒機構

請負業者

現場責任者＊１

総括責任者

指導・助⾔
安全確保上の指⽰

＊1当該・類似作業の経験年数：１０年
電気⼯事⼠の経験年数：５年

＊2 当該・類似作業の経験年数：２６年

＊3 当該・類似作業の経験年数：１５年
電気⼯事⼠の経験年数：２年

現場分任責任者＊２ 作業員A

屋上

作業員B
作業員C
作業員E ＊３

作業員F
作業員G

１階

※ 電源線接続作業は電気⼯事⼠資格
をもつ作業員Eが実施した。
その他作業員B,C,F,Gは作業員Eの補助
や梱包材の⽚づけ等を実施、作業員D
は施設外（⾞内）で待機中であった。

作業員D

添付資料－３
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⽕災発⽣までの時系列
時刻 内容
9：00 頃 ・作業担当者 A 及び作業員 6 名（現場責任者、現場分任責任者、作業員 A・

B・C・D）で午前の作業について KY/TBM を実施
9：30 頃 ・作業担当者 A ⽴会いの下、作業員６名（現場責任者、現場分任責任者、

作業員 A・B・C・D）で屋上及び地上（屋外）にて既設室外機の撤去及
び新設室外機の設置作業（クレーン作業）を開始

11：20 頃 ・1 階作業開始のため、作業担当者 A から作業担当者 B へ KY 及び作業内
容を共有

・作業担当者 A ⽴会いの下、作業員２名（現場責任者、作業員 A）で屋上
にて新設室外機の固定作業を実施

・作業担当者 B ⽴会いの下、作業員３名（現場分任責任者、作業員 B・C）
で１階にて既設室内機③、④、⑤の取外し作業を開始

12：00 頃 ・午前の作業を終了
13：05 頃 ・作業担当者 A・B 及び作業員 9 名（現場責任者、現場分任責任者、作業員

A・B・C・D・E・F・G）で午後の作業について KY/TBM を実施
13：10 頃 ・作業担当者 A ⽴会いの下、作業員２名（現場責任者、作業員 A）で屋上

にて新設室外機の冷媒配管の溶接作業を開始
・作業担当者 B ⽴会いの下、作業員６名（現場分任責任者、作業員 B・C・

E・F・G）で１階にて新設室内機①〜⑤の設置作業を開始
・作業員 D は施設外（⾞内）で待機

14：50 頃 ・１階の室内機設置作業完了
15：45 頃 ・屋上の室外機設置作業完了
15：50 頃 ・作業員７名（屋上：作業員 A・E、３階分電盤前：現場責任者、１階：現

場分任責任者、作業員 C・F・G）にて試運転を開始
・３階の分電盤にて作業担当者 A ⽴会いの下、現場責任者が当該エアコン

の動⼒⽤電源の遮断器を投⼊
・現場責任者は室外機の状況確認のために屋上へ移動
・１階にいた現場分任責任者が室内機①及び②から煙の発⽣を確認し、無

線にて現場責任者に当該エアコンの遮断器を開放するように連絡
・現場責任者は屋上にて無線連絡を受け、3 階へ移動し、当該エアコンの遮

断器のスイッチを「切」側に操作
・１階にいた現場分任責任者は室内機①及び②のカバーを取り外し、内部

に⽕の発⽣を確認し、室内機②、次いで室内機①の順で初期消⽕を実施
15：51 ・作業担当者 B が公設消防へ通報

添付資料－４
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作業実施体制
（動⼒⽤電源の遮断器投⼊時（15:50頃））

請負業者

現場責任者＊１

総括責任者

指導・助⾔
安全確保上の指⽰

現場分任責任者＊２ 作業員A
作業員E ＊３

屋上

作業員C
作業員F
作業員G

１階

３階

作業担当課⻑

作業責任者

作業担当者A（３階）

原⼦⼒機構

＊1当該・類似作業の経験年数：１０年
電気⼯事⼠の経験年数：５年

＊2 当該・類似作業の経験年数：２６年

＊3 当該・類似作業の経験年数：１５年
電気⼯事⼠の経験年数：２年

※ 遮断器投⼊時、作業員A・Eは室外
機の確認、作業員C,F,Gは室内機の確
認を実施していた。作業員B,Dは室内
機設置作業完了に伴い核サ研から退
所した。

添付資料－５
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直接原因の分析結果

事象 要因（⼩分類） 調査の⽬的と⽅法 調査結果 評価

①結露の発⽣

既設電気設備との適合性に不備がある場合、電源線に許容量以上の
電流が流れるなどして⽕災に⾄る可能性があるため、更新したエア
コンが既設電気設備（遮断器、電源線）に適合しているかを確認し
た。

遮断器から室外機までの電源線（断⾯積8 mm2）、室外機から室内機①及び室内機間の電源線（断⾯積3.5 mm2）
の許容電流は、更新したエアコンの仕様に適合したものであった。遮断器の容量については、更新したエアコン
の運転電流（最⼤で約36A）に合わせて、75Aから40Aに交換することが適正であったが、交換を実施していな
かったことから、既設電気設備との適合性に不備があった。しかしながら、「添付資料−１1  ⽕災発⽣のメカニ
ズム」に⽰す考察により、遮断器の容量が適合していなかったことは⽕災の直接原因にはならないと評価した。
なお、更新前のエアコンについては、室外機の運転電流が始動時最⼤100Aであったことを考慮すると、遮断器の
容量は、最も細い配線（断⾯積3.5 mm2）の許容電流（約39A）の2.5倍（約97A）以下のものを選定する必要が
あったと考えられる。既存の遮断器（75A）はこの基準を満たしていたことから、更新前のエアコンに対する遮断
器の選定には問題はなかったと評価した。

△

⑦施⼯上の不備
電源線の接続等に施⼯不備がある場合、電気的な負荷が増⼤して電
源線が発熱し、⽕災に⾄る可能性があるため、施⼯状態の確認を
⾏った。

2024年2⽉18⽇及び2024年2⽉19⽇に以下の事項について確認を実施し、施⼯上の不備（適切な絶縁処理の未実
施、室内機④の電源線の圧着端⼦同⼠の接触）による短絡が今回の⽕災の要因になると評価した。
・室外機及び室内機の電源線接続部の締め付け状態にゆるみは確認されなかった。
・室外機及び室内機の電源線は間違いなく電源部に接続されていた。
・室内機①〜③は⾚線がR相、⿊線がS相に接続され、室内機④と⑤は⾚線がS相、⿊線がR相に接続されていた
が、交流電源であることから問題はなかった。
・室内機①〜④は渡り配線にするため、１つの端⼦台に電源線が２本接続されていたが、圧着端⼦の平らな⾯を
合わせるようにして適切に接続されていることから問題はなかった。
・室外機及び室内機①〜⑤の電源線の接続部は、適切な絶縁処理が実施されていなかった。
・テスターによる測定を実施した結果、室内機④の電源線の圧着端⼦同⼠が接触している箇所で短絡しているこ
とが判明した。

〇

2024年2⽉18⽇に室内機５台を建屋の天井から取り外し、電源部を観察したところ、⽔分浸⼊の痕跡は確認されな
かった。室外機については、屋上に据え付けられた状態にて観察したところ、⽔分浸⼊の痕跡は確認されなかっ
たことから、結露が要因となる可能性はないと評価した。

×

⑤既設電気設備の異常
既設電気設備に異常があった場合、異常箇所の過負荷による発熱等
から⽕災に⾄る可能性があるため、既設電気設備（遮断器、電源
線）に異常がないかの確認を⾏った。

2023年12⽉19⽇に実施した定期点検での絶縁抵抗測定記録を確認した結果、当該エアコン⽤の動⼒分電盤回路
（負荷側の電源線含む）の絶縁抵抗値はすべて正常値（0.2 MΩ以上）であった。また、2024年2⽉18⽇に、当該
エアコン⽤の遮断器の作動確認を実施し、⼿動による投⼊/開放、テストボタンによる作動及びトリップボタンに
よる作動のいずれも正常であり、遮断器に問題がないことを確認したことから、これらが要因となる可能性はな
いと評価した。

×

④異物混⼊や
昆⾍・⼩動物侵⼊

異物の混⼊や昆⾍・⼩動物の侵⼊により電源線が短絡した場合、⽕
災に⾄る可能性があるため、室外機及び室内機の内部に痕跡がない
かを確認した。

②⾬⽔の浸⼊
⾬⽔の浸⼊による室外機及び室内機の絶縁性能の低下等が原因で⽕
災に⾄る可能性があるため、室外機及び室内機の周辺に⾬漏りの痕
跡がないか⽬視により確認した。

室内機設置場所周辺の天井を観察したところ⽔漏れのような跡はなく、建屋に⾬漏り箇所は確認されなかった。
なお、⽕災が発⽣した⽇の前⽇（2024年2⽉15⽇）及び当⽇（2024年2⽉16⽇）に降⾬はなく、建屋に⾬漏り箇所
は確認されていなため、⾬⽔の浸⼊が要因となる可能性はないと評価した。

×

③塵埃の堆積
塵埃の堆積による室外機及び室内機の絶縁性能の低下等が原因で⽕
災に⾄る可能性があるため、室外機及び室内機の電源部に塵埃があ
るか⽬視にて確認した。

2024年2⽉18⽇に室内機5台を建屋の天井から取り外し、観察したところ、塵埃の堆積は確認されなかった。室外
機については、屋上に据え付けられた状態にて観察したところ、塵埃の堆積は確認されなかったことから、塵埃
の堆積が要因となる可能性はないと評価した。

×

⑥既設電気設備との
適合性の不備

2024年2⽉18⽇に室内機5台を建屋の天井から取り外し、観察したところ、異物の混⼊や昆⾍・⼩動物の侵⼊の痕
跡は確認されなかった。室外機については、屋上に据え付けられた状態にて観察したところ、異物の混⼊や昆
⾍・⼩動物の侵⼊の痕跡は確認されなかったことから、異物の混⼊や昆⾍・⼩動物の侵⼊が要因となる可能性は
ないと評価した。

×

外的要因
（設置環境、既設の電気設備との

適合性、施⼯等）

×

②初期不良
初期不良がある場合、使⽤開始初期に結線不良等の異常により⽕災
に⾄る可能性があるため、室外機及び室内機の初期不良がないか調
査した。

試運転を実施しようとした直後に⽕災が発⽣して損傷したことから、室外機及び室内機が正常作動することは確
認できていない。しかしながら、損傷したのが電源線及び電源線と近接していた部分であり、室外機及び室内機
の電⼦回路基板には焦げ跡等が確認されていないことから、初期不良が今回の⽕災発⽣の要因となる可能性はな
いと評価した。

×

本更新作業で設置した室外機は2023年9⽉、室内機（5台すべて）は2024年2⽉に製造された新規購⼊品であり、
経年劣化が要因となる可能性はないと評価した。

③製品の不備
製品に不備がある場合、使⽤中に結線不良等の異常により⽕災に⾄
る可能性があるため、室外機及び室内機のリコール情報や事故情報
などが公表されていないか調査した。

本更新作業で設置した室外機（型式：RAS-AP224SSM）及び室内機5台（型式：RCI-GP45K3）について、消費者
庁リコール情報サイトにリコール情報がないこと、メーカーHPに製品事故情報がないことを確認したため、製品
の不備が要因となる可能性はないと評価した。

×

結露の発⽣により室外機及び室内機の絶縁性能の低下等が原因で⽕
災に⾄る可能性があるため、室外機及び室内機の電源部に⽔分の痕
跡がないか⽬視により確認した。

要因（⼤分類）

更新したエアコンの試運転のため
動⼒⽤電源の遮断器を投⼊したら

⽕災が発⽣した

物的要因
（室外機、室内機）

①経年劣化
⻑期使⽤等の経年劣化に起因する絶縁性能の低下等が原因で⽕災に
⾄る可能性があるため、室外機及び室内機の製造時期を調査した。
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火災発生のメカニズム 

別紙「４．２直接原因」の調査において、施工上の不備による短絡が火災発生

の直接原因として抽出された。本資料では、初期消火までの時系列及び室内機や

電源線の損傷状況等を検証した結果推定した火災発生のメカニズムを示す。 

１．火災発生のメカニズム 

室内機④の電源部の接続端子台に結線した２本の電源線の圧着端子同士が接

触したことにより、以下のプロセスで火災が発生したものと推定する。 

(1)室内機④の電源部において２本の電源線が接触した状態で電源投入したこと

により、変圧器（屋外キュービクル）から室内機④までの区間の電源線に対し

て約 300 A の短絡電流が流れた。室内機⑤については、室内機④での短絡に

より作られたループ（閉回路）の外側にあったことから短絡電流は流れなかっ

た。

(2)室外機から室内機①及び室内機①～④間の電源線（許容電流約 39 A、銅線の

断面積 3.5 mm2、被覆の耐熱温度約 90 ℃）は、短絡電流により異常発熱し、

全長にわたり被覆の溶融が起きた。

(3)室内機①～④に流れた短絡電流は同程度であったが、室内機①及び②の電源

部は比較的熱がこもりやすく、電源線が接触していた結露水受けのドレンパ

ン（発泡スチロール製、発火点約 490 ℃）が発火した。

(4)室内機①の電源部では、電源線の異常発熱がさらに進み、銅線の溶融温度（約

1085 ℃）まで達したことで、室内機①の電源線が断線し、短絡電流は止まっ

た。

(5)短絡電流が止まったことにより、室内機③及び室内機④の電源部では、ドレン

パンの発火までには至らず、電源線被覆の溶融と変色で収まった。

２．メカニズムの推定に関する補足説明 

前項で述べた推定の補足として、火災発生のメカニズムの推定にあたり実施

した調査及び検討の結果を以下に示す。 

(1) 短絡電流の推定値：約 300 A

変圧器（屋外キュービクル）から室内機④までの電源線（往復長さ約 220 m）

の抵抗値（約 0.7 Ω）と電源電圧約 210 V を基に計算し、短絡電流は約 300 A で

あると推定した。なお、保守的に評価するため、室内機④の電源部の短絡箇所の

接触抵抗（約 0.1～0.4 Ω）は加味していない。 

計算式： 電流（A）＝ 電圧（V）÷ 抵抗（Ω）＝ 210 ÷ 0.7 ＝ 300 
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(2) 推定される電源線の損傷範囲

室外機から室内機①及び室内機①～④間の電源線（銅線の断面積 3.5 mm2）の

許容電流は約 39 A であるため、短絡電流による異常発熱が起き、電線の全長に

わたり被覆（耐熱温度約 90 ℃）の溶融が確認された。一方、当該エアコン用の

遮断器から室外機までの電源線（銅線の断面積 8 mm2、許容電流約 54 A）、遮断器

の上流側の電源線（銅線の断面積 100 mm2、許容電流約 290 A）についても今回の

短絡電流により損傷を受けた可能性があるが、外観上の損傷は確認されなかった。 

なお、変圧器（屋外キュービクル）から個人被ばく管理棟までの電源線（銅線

の断面積 250 mm2、許容電流約 535 A）については、今回の短絡電流は許容範囲内

であることから損傷を受けた可能性はないと推定される。また、室内機④～⑤間

の電源線（銅線の断面積 3.5 mm2）については、短絡電流が流れていないことから

損傷を受けた可能性はなく、外観上の損傷も確認されなかった。 

(3) 当該エアコン用の遮断器（定格電流 75A）の動作

当該遮断器の仕様では、約 300 A（定格電流である 75 A の約 400％）の短絡電

流に対しては約 15～55 秒で遮断する。室内機①の電源部付近で電源線が断線し

ていた事実を踏まえると、短絡電流の停止は遮断器の作動ではなく、電源線の断

線によるものと推定される。また、室内機①及び②からの発煙が確認された後、

作業員の手動操作により遮断器が開放されたが、その時点では短絡電流は既に停

止していたものと推定される。 

更新後のエアコン全体での運転電流（室外機１台、室内機５台の合計で最大約

36 A）を踏まえると、遮断器の定格容量は 40 A が適正であると考えられる。仮

に定格電流 40 A の遮断器が設置されていた場合、約 300 A（定格電流である 40 

A の約 750％）の短絡電流に対しては約 5～15 秒で作動したと推定される。しか

しながら、その結果今回の火災を防止できたかは不明である。 

(4) 室内機①～⑤の損傷具合の差

室内機④で短絡したことから、室内機⑤までは短絡電流が流れていないため、

室内機⑤の電源線に異常発熱は生じず、損傷しなかった。室内機①～④までの電

源線については短絡電流が流れ異常発熱した。このとき、室内機①～④に流れた

短絡電流は同程度であったが、各室内機内での電源線の敷設状態（電源線とドレ

ンパンとの接触の程度や電源線の被覆を剥がす範囲など）のわずかな差異により

熱のこもり方に違いが発生して、比較的熱のこもりやすかった室内機①と②が先

に出火したと推定される。その後、室内機③及び④が出火する前に室内機①での

電源線の断線が起き、短絡電流が停止したものと推定される。 

以 上 
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